
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業 

宍粟市 農業振興課 0790-63-3109 

※原則、スマート農業機械とは、農林水産省が定める

「スマート農業技術カタログ」に記載があるものに

限ります。 

導入後７年間は、機械を売却したり、処分したりしてはいけ

ません。（※故障により使えなくなった場合を除く） 

購入した農業機械が「大型・小型特殊自動車」に該当する場合は、

必ずナンバーを取得し、適切な位置に装着してください。 

※対象経費は、税抜き価格が対象となります。 



 


